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問
自
然
景
観
、
環
境
を
守
る

為
、
自
治
会
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
清
掃
活
動
を

し
て
い
る
。
も
っ
と
看
板
を
増
や

す
べ
き
で
は
。

答
不
法
投
棄
禁
止
看
板
は
ダ

ム
周
辺
や
ご
み
が
捨
て
ら

れ
た
場
所
を
中
心
に
、
現
在
20
カ

所
設
置
し
て
い
る
。
今
後
、
必
要

な
箇
所
に
は
積
極
的
に
設
置
し
た

い
。問

町
道
、
林
道
な
ど
で
不
法

投
棄
が
目
立
っ
て
い
る
。

家
庭
ご
み
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
電
化

製
品
、
鉄
く
ず
な
ど
、
粗
大
ご
み

の
不
法
投
棄
は
悪
質
で
犯
罪
で
あ

る
。
対
策
強
化
が
必
要
で
は
。

答
不
法
投
棄
は
な
か
な
か
後

を
絶
た
な
い
の
が
現
状
。

不
法
投
棄
は
法
律
で
罰
則
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
悪
質
な
も
の
に
つ

問
四
季
折
々
の
自
然
風
景
や

ダ
ム
湖
に
魅
せ
ら
れ
、
多

く
の
方
が
来
町
す
る
。
一
方
で
、

心
無
い
も
の
が
捨
て
た
と
み
ら
れ

る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
家
庭
ご
み
、

電
化
製
品
な
ど
の
不
法
投
棄
が
多

い
が
、
町
の
対
策
は
。

答
効
果
的
な
監
視
体
制
と
強

化
を
図
る
為
、
各
地
区
に

不
法
投
棄
監
視
連
絡
員
の
配
置

し
、
年
に
一
度
不
法
投
棄
物
を
回

収
。
30
年
度
か
ら
は
監
視
用
カ
メ

ラ
も
設
置
し
て
い
る
。

い
て
は
警
察
と
連
携
を
取
り
対
策

に
努
め
て
い
る
。

問
罰
則
を
科
し
た
町
独
自
の

条
例
を
制
定
し
、
看
板
等

で
促
す
べ
き
と
考
え
る
が
。

答
ゴ
ミ
捨
て
禁
止
看
板
に
は

監
視
カ
メ
ラ
の
絵
柄
も
入

れ
、
注
意
喚
起
し
て
い
る
。

　
町
の
条
例
に
も
不
法
投
棄
物
の

禁
止
、
廃
棄
物
の
回
収
命
令
な
ど

の
規
定
が
あ
る
が
、
法
律
や
条
例

に
準
じ
、
水
質
保
全
や
自
然
景

観
、
生
活
環
境
の
向
上
を
目
指
し

た
い
。

問
不
法
投
棄
禁
止
の
看
板
製

作
に
、
子
供
た
ち
や
町
民

か
ら
標
語
を
募
集
す
る
考
え
は
。

答
小
、
中
学
校
児
童
生
徒
の

ポ
ス
タ
ー
的
看
板
に
つ
い

て
は
、
学
校
サ
イ
ド
で
打
ち
合
わ

せ
を
し
た
い
。

　
不
法
監
視
に
つ
い
て
は
、
不
法

監
視
員
、
ま
た
住
民
み
ず
か
ら
監

視
を
強
め
て
い
く
こ
と
も
大
事
な

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
組

み
で
、
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。

一般質問一般質問 吉田修議員１項目を問う

▲不法投棄の現場

緊急質問緊急質問

問
公
共
施
設
や
不
特
定
多
数

が
利
用
す
る
施
設
へ
の
感

染
防
止
の
た
め
の
指
導
と
対
策

は
。答

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
文
書
を
発

出
し
、
従
業
員
の
マ
ス
ク
着
用
や

こ
ま
め
な
体
調
管
理
と
消
毒
、
清

掃
を
指
示
し
感
染
防
止
に
努
め
て

い
る
。

問
感
染
を
未
然
に
防
止
す
る

対
策
と
、
入
手
困
難
な
マ

ス
ク
や
消
毒
液
な
ど
町
の
備
蓄

は
。
ま
た
住
民
か
ら
の
支
給
要
請

へ
の
対
応
は
。

答
マ
ス
ク
の
備
蓄
は
１
万
４

千
枚
あ
り
町
内
介
護
施
設

及
び
飲
食
関
連
施
設
に
４
千
枚
の

マ
ス
ク
を
既
に
配
布
済
み
。
消
毒

液
は
各
施
設
入
り
口
に
設
置
済
み

だ
が
備
蓄
量
は
残
り
わ
ず
か
で
あ

る
。

　
感
染
す
る
と
重
症
化
す
る
可
能

性
の
あ
る
妊
婦
や
在
宅
酸
素
療
法

者
、
人
工
透
析
患
者
に
つ
い
て
は

保
有
状
況
を
確
認
し
充
足
し
て
い

る
。

問
町
内
小
・
中
学
校
が
休
校

と
な
り
家
庭
を
も
巻
き
込

む
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が

授
業
時
数
や
休
業
中
の
児
童
の
指

導
な
ど
、
学
校
や
教
育
委
員
会
の

対
応
は
。

答
受
験
生
は
大
事
な
時
期
で

あ
り
、
不
安
を
最
小
限
に

と
ど
め
る
対
応
を
と
っ
た
。
又
、

他
の
児
童
は
電
話
連
絡
や
家
庭
訪

問
で
状
況
を
確
認
。
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
を
朝
か
ら
開
所
し
、
保
育

所
は
通
常
通
り
開
所
し
て
い
る
。

問
学
校
給
食
の
調
理
に
関
わ

る
人
達
や
、
そ
の
他
の
就

業
環
境
へ
の
影
響
は
。

答
現
在
、
給
食
調
理
室
等
の

清
掃
点
検
を
実
施
し
通
常

通
り
業
務
を
実
施
し
て
お
り
労
働

環
境
に
影
響
は
な
い
。　

問
町
内
の
観
光
業
へ
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
る
が
各
事
業

所
に
対
す
る
町
の
支
援
策
は
。

答
県
の
融
資
制
度
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
相
談
に
応
じ
る
。

町
が
設
置
す
る
中
小
企
業
、
観
光

施
設
等
の
融
資
制
度
を
運
用
し
支

援
を
す
る
。

問
町
内
に
お
い
て
万
が
一
感

染
が
疑
わ
れ
る
場
合
の
検

査
体
制
や
安
全
確
保
対
策
、
連
絡

体
制
や
医
療
機
関
に
つ
い
て
の
電

話
相
談
等
の
対
応
は
。

答
感
染
の
疑
い
が
あ
る
場
合
、

国
保
診
療
所
に
問
い
合
わ

せ
を
し
医
師
の
指
示
に
従
う
。
一

般
の
患
者
と
の
接
触
を
避
け
国
・

県
が
示
す
判
断
基
準
に
従
い
対
応

す
る
。

梅津政志議員１項目を問う

問

問

答

答

町
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
は

ポ
イ
捨
て
、
粗
大
ご
み
不
法
投
棄
対
策
つ
い
て

対
策
本
部
を
設
置
し
今
後
の
対
応
策
を
決
定
し
た

水
源
の
町
と
し
て
、
自
然
環
境
の
向
上
を
目
指
し
た
い

吉田修議員 梅津政志議員

▲コロナウイルス対策本部


